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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 
等の一部改正について 

 
 
  今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、別添１、３及び５は令和８年５月１
日から適用し、別添２、４及び６は令和８年６月１日から適用することとするので、そ
の取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底
を図られたい。 
 
                                      記 
 
別添１ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６

年３月５日付け保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 
別添２ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８

年３月５日保医発 0305 第６号）の一部改正について 
 
別添３ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和６年３

月５日付け保医発 0305 第８号）の一部改正について 
 
別添４ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和８年３

月５日保医発 0305 第１号）の一部改正について 
 
別添５ 「特定保険医療材料の定義について」（令和６年３月５日保医発 0305 第 12 号）

の一部改正について 
 
別添６ 「特定保険医療材料の定義について」（令和８年３月５日保医発 0305 第４号）

の一部改正について 
 



別添１ 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和６年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 
１ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００４－２（２）カの次に次を加える。 
 

キ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査  
 
２ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００４－２（４）ケの次に次を加える。 
 

コ 卵巣明細胞癌におけるＰＩＫ３ＣＡ遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ法） 

 
３ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００６－19（６）コの次に次を加える。 
 

サ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 
 
４ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ０１４(26)を次のように改める。 
 

(26) 「47」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法又はＣＬＥＩＡ法により

視神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。）を目的として測定した場合に

算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見

等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断

を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。た

だし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性

について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 



 
別添２ 

 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第６号）の一部改正について 
 
１ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００４－２（２）カの次に次を加える。 
 

キ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査  
 
２ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００４－２（４）ケの次に次を加える。 
 

コ 卵巣明細胞癌におけるＰＩＫ３ＣＡ遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ法） 

 
３ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ００６－19（１）カ⑫の次に次を加える。 
 

⑬ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 
 
４ 別添１の第２章第３部第１節第１款Ｄ０１４(26)を次のように改める。 
 

(26) 「46」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法又はＣＬＥＩＡ法により

視神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。）を目的として測定した場合に

算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見

等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断

を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。た

だし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性

について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 
 



別添３ 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 
（令和６年３月５日付け保医発 0305 第８号）の一部改正について 

 
 

１ Ｉの３の 205(１)～(４)を次のように改める。 
 
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

(１) 経皮的卵円孔開存閉鎖術に用いる場合 

ア 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引

き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存患者に対して、脳梗塞を発症し

た症例での再発予防を目的として使用した場合に限り算定できる。なお、診療

報酬明細書の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳

細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引

き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手術あたり１個を限度として算定で

きる。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。な

お、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療

報酬明細書に添付すること。 

エ 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医

師が使用した場合に限り算定できる。なお、その医師の所定の研修修了を証する

文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。 

 

２ Ｉの３の 205(１)の次に次を加える。 

(２) 医原性心房中隔欠損に用いる場合 

ア 関連学会の作成した適正使用指針に定められた適応基準を満たす医原性心房

中隔欠損患者に対して使用した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書

の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載す

ること。 

イ 関連学会の作成した適正使用指針を遵守した場合に限り、原則として、１回の

手術あたり１個を限度として算定できる。複数個の算定に当たっては、診療報酬

明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。 

エ 医原性心房中隔に関する適切な研修を修了した医師が使用した場合に限り算

定できる。 



 

別添４ 

 
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 
（令和８年３月５日保医発 0305 第１号）の一部改正について 

 
 

１ Ｉの３の 205(１)～(４)を次のように改める。 
 
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

(１) 経皮的卵円孔開存閉鎖術に用いる場合 

ア 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引

き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存患者に対して、脳梗塞を発症し

た症例での再発予防を目的として使用した場合に限り算定できる。なお、診療

報酬明細書の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳

細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引

き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手術あたり１個を限度として算定で

きる。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。 

エ 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医

師が使用した場合に限り算定できる。 

 

２ Ｉの３の 205(１)の次に次を加える。 

(２) 医原性心房中隔欠損に用いる場合 

ア 関連学会の作成した適正使用指針に定められた適応基準を満たす医原性心房

中隔欠損患者に対して使用した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書

の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載す

ること。 

イ 関連学会の作成した適正使用指針を遵守した場合に限り、原則として、１回の

手術あたり１個を限度として算定できる。複数個の算定に当たっては、診療報酬

明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。 

エ 医原性心房中隔に関する適切な研修を修了した医師が使用した場合に限り算

定できる。 



別添５ 
 

「特定保険医療材料の定義について」 
（令和６年３月５日保医発 0305 第 12 号）の一部改正について 

 
１ 別表のⅡの 205(２)を次のように改める。 
 
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 次のいずれかに該当すること。 

① 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴
材セット（デリバリーシステムを含む。）であること。 

② ①に該当し、かつ、医原性心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に
挿入留置して使用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）である
こと。 

 



 
別添６ 

 
「特定保険医療材料の定義について」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 
１ 別表のⅡの 205(２)を次のように改める。 
 
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 次のいずれかに該当すること。 

① 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴
材セット（デリバリーシステムを含む。）であること。 

② ①に該当し、かつ、医原性心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に
挿入留置して使用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）である
こと。 

 

 



（別添１参考） 
 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 

（傍線の部分は改正部分） 
 

改  正  後 
 

改  正  前 
別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 （略） 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

(１) （略） 

(２) 「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用い

るものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的

又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用

いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬

品又は医療機器を用いて、リアルタイムＰＣＲ法、ＰＣＲ－

ｒＳＳＯ法、マルチプレックスＰＣＲフラグメント解析法又

は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。 

ア～カ （略） 

キ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 

(３) （略） 

(４) 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 （略） 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

(１) （略） 

(２) 「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用い

るものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的

又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用

いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬

品又は医療機器を用いて、リアルタイムＰＣＲ法、ＰＣＲ－

ｒＳＳＯ法、マルチプレックスＰＣＲフラグメント解析法又

は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。 

ア～カ （略） 

（新設） 

(３) （略） 

(４) 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子



検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応

を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認

証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世

代シーケンシング等により行う場合に算定できる。 

ア～ケ （略） 

コ 卵巣明細胞癌におけるＰＩＫ３ＣＡ遺伝子検査（リアル

タイムＰＣＲ法） 

(５)～（17） （略） 

Ｄ００５～Ｄ００６－18 （略） 

Ｄ００６－19 がんゲノムプロファイリング検査 

(１)～(５) （略） 

(６) 「注２」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を検

体とし、100 以上のがん関連遺伝子の変異等を検出するがん

ゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事

承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、次

に掲げる抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とした検査

を実施した際に併せて取得している包括的なゲノムプロファ

イルの結果を、標準治療後（終了が見込まれる場合も含む。

）にエキスパートパネルで検討を行った上で、治療方針等に

ついて文書を用いて患者に説明することにより、「Ｂ０１１

－５」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算

定する場合に適用する。なお、この場合には(２)から(５)ま

でを満たすこと。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、包括

的なゲノムプロファイルの結果を併せて取得した検査の実施

日を記載すること。 

ア～コ （略） 

サ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 

(７) （略） 

Ｄ００６－20～Ｄ０１３ （略） 

検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応

を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認

証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世

代シーケンシング等により行う場合に算定できる。 

ア～ケ （略） 

（新設） 

 

(５)～（17） （略） 

Ｄ００５～Ｄ００６－18 （略） 

Ｄ００６－19 がんゲノムプロファイリング検査 

(１)～(５) （略） 

(６) 「注２」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を検

体とし、100 以上のがん関連遺伝子の変異等を検出するがん

ゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事

承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、次

に掲げる抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とした検査

を実施した際に併せて取得している包括的なゲノムプロファ

イルの結果を、標準治療後（終了が見込まれる場合も含む。

）にエキスパートパネルで検討を行った上で、治療方針等に

ついて文書を用いて患者に説明することにより、「Ｂ０１１

－５」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算

定する場合に適用する。なお、この場合には(２)から(５)ま

でを満たすこと。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、包括

的なゲノムプロファイルの結果を併せて取得した検査の実施

日を記載すること。 

ア～コ （略） 

（新設） 

(７) （略） 

Ｄ００６－20～Ｄ０１３ （略） 



Ｄ０１４ 自己抗体検査 

(１)～（25） （略） 

(26) 「47」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法又はＣＬ

ＥＩＡ法により視神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。

）を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査

の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏

まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診

断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合において

も算定できる。ただし、この場合、前回の検査実施日及び検

査を再度実施する医学的な必要性について診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。 

(27)～（32） （略） 

Ｄ０１５～Ｄ０２５ （略） 

第２款 （略） 

第３節・第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

(１)～（25） （略） 

(26) 「47」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法により視

神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。）を目的として測

定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であ

ったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄

炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断を行う必要があ

り、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。た

だし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する

医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。 

(27)～（32） （略） 

Ｄ０１５～Ｄ０２５ （略） 

第２款 （略） 

第３節・第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

 



（別添２参考） 
 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月５日保医発 0305 第６号）の一部改正について 
 

（傍線の部分は改正部分） 
 

改  正  後 
 

改  正  前 
別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 （略） 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

(１) （略） 

(２) 「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用い

るものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的

又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用

いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬

品又は医療機器を用いて、リアルタイムＰＣＲ法、ＰＣＲ－

ｒＳＳＯ法、マルチプレックスＰＣＲフラグメント解析法又

は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。 

ア～カ （略） 

キ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 

(３) （略） 

(４) 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

第１章 （略） 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 （略） 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

時間外緊急院内検査加算～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

(１) （略） 

(２) 「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用い

るものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は

効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるもの

として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機

器を用いて、リアルタイムＰＣＲ法、ＰＣＲ－ｒＳＳＯ法、マル

チプレックスＰＣＲフラグメント解析法又は次世代シーケンシン

グにより行う場合に算定できる。 

ア～カ （略） 

（新設） 

(３) （略） 

(４) 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子



検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応

を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認

証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世

代シーケンシング等により行う場合に算定できる。 

ア～ケ （略） 

コ 卵巣明細胞癌におけるＰＩＫ３ＣＡ遺伝子検査（リアル

タイムＰＣＲ法） 

(５)～（15） （略） 

Ｄ００４－３～Ｄ００６－18 （略） 

Ｄ００６－19 がんゲノムプロファイリング検査 

(１) 固形腫瘍を対象とする場合 

ア～オ （略） 

カ 「注２」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を

検体とし、100 以上のがん関連遺伝子の変異等を検出する

がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等とし

て薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用

いて、次に掲げる抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的

とした検査を実施した際に併せて取得している包括的なゲ

ノムプロファイルの結果を、標準治療後（終了が見込まれ

る場合も含む。）にエキスパートパネルで検討を行った上

で、治療方針等について文書を用いて患者に説明すること

により、「Ｂ０１１－５」に掲げるがんゲノムプロファイ

リング評価提供料を算定する場合に適用する。なお、この

場合には(１)のイからオまでを満たすこと。この際、診療

報酬明細書の摘要欄に、包括的なゲノムプロファイルの結

果を併せて取得した検査の実施日を記載すること。 

①～⑫ （略） 

⑬ 固形癌（肺癌を除く。）におけるＡＬＫ融合遺伝子検査 

(２) （略） 

検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応

を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認

証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世

代シーケンシング等により行う場合に算定できる。 

ア～ケ （略） 

（新設） 

 

(５)～（15） （略） 

Ｄ００４－３～Ｄ００６－18 （略） 

Ｄ００６－19 がんゲノムプロファイリング検査 

(１) 固形腫瘍を対象とする場合 

ア～オ （略） 

カ 「注２」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を

検体とし、100 以上のがん関連遺伝子の変異等を検出する

がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等とし

て薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用

いて、次に掲げる抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的

とした検査を実施した際に併せて取得している包括的なゲ

ノムプロファイルの結果を、標準治療後（終了が見込まれ

る場合も含む。）にエキスパートパネルで検討を行った上

で、治療方針等について文書を用いて患者に説明すること

により、「Ｂ０１１－５」に掲げるがんゲノムプロファイ

リング評価提供料を算定する場合に適用する。なお、この

場合には(１)のイからオまでを満たすこと。この際、診療

報酬明細書の摘要欄に、包括的なゲノムプロファイルの結

果を併せて取得した検査の実施日を記載すること。 

①～⑫ （略） 

（新設） 

(２) （略） 



Ｄ００６－20～Ｄ０１３ （略） 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

(１)～（25） （略） 

(26) 「46」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法又はＣＬ

ＥＩＡ法により視神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。

）を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査

の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏

まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診

断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合において

も算定できる。ただし、この場合、前回の検査実施日及び検

査を再度実施する医学的な必要性について診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。 

(27)～（32） （略） 

Ｄ０１５～Ｄ０２５ （略） 

第２款 （略） 

第３節・第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

Ｄ００６－20～Ｄ０１３ （略） 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

(１)～（25） （略） 

(26) 「46」の抗アクアポリン４抗体は、ＥＬＩＳＡ法により視

神経脊髄炎の診断（治療効果判定を除く。）を目的として測

定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であ

ったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄

炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断を行う必要があ

り、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。た

だし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する

医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。 

(27)～（32） （略） 

Ｄ０１５～Ｄ０２５ （略） 

第２款 （略） 

第３節・第４節 （略） 

第４部～第 14部 （略） 

第３章 （略） 

 



（別添３参考） 
 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第８号）の一部改正について 

 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下

「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事

項 

１～２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

(１) 経皮的卵円孔開存閉鎖術に用いる場合 
ア 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開

存閉鎖術の手引き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存

患者に対して、脳梗塞を発症した症例での再発予防を目的とし

て使用した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書の摘

要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳

細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開

存閉鎖術の手引き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手

術あたり１個を限度として算定できる。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り

算定できる。なお、関連学会より認定された保険医療機関であ

ることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。 

エ 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下

「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事

項 

１～２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

 
(１) 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存

閉鎖術の手引き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存患者

に対して、脳梗塞を発症した症例での再発予防を目的として使用

した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書の摘要欄に経

皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載す

ること。 
(２) 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存

閉鎖術の手引き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手術あ

たり１個を限度として算定できる。 
(３) 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算

定できる。なお、関連学会より認定された保険医療機関であるこ

とを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。 
(４) 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研修



修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。なお、そ

の医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書

に添付すること。 

(２) 医原性心房中隔欠損に用いる場合 

ア 関連学会の作成した適正使用指針に定められた適応基準を満

たす医原性心房中隔欠損患者に対して使用した場合に限り算定

できる。なお、診療報酬明細書の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉

鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した適正使用指針を遵守した場合に限り、原

則として、１回の手術あたり１個を限度として算定できる。複

数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の

当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り

算定できる。 

エ 医原性心房中隔に関する適切な研修を修了した医師が使用し

た場合に限り算定できる。 

206～237 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。なお、その医

師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付

すること。 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206～237 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

 



（別添４参考） 
 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和８年３月５日保医発 0305 第１号）の一部改正について 

 

（傍線の部分は改正部分） 

 

改  正  後 

 

改  正  前 

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下

「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事

項 

１～２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

(１) 経皮的卵円孔開存閉鎖術に用いる場合 
ア 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開

存閉鎖術の手引き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存

患者に対して、脳梗塞を発症した症例での再発予防を目的とし

て使用した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書の摘

要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳

細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開

存閉鎖術の手引き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手

術あたり１個を限度として算定できる。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り

算定できる。 

エ 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研

修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。 

Ⅰ 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）（以下

「算定方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事

項 

１～２ （略） 

３ 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）に係る取扱い 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 

 
(１) 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存

閉鎖術の手引き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存患者

に対して、脳梗塞を発症した症例での再発予防を目的として使用

した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書の摘要欄に経

皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載す

ること。 
(２) 関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存

閉鎖術の手引き」を遵守して使用した場合に限り、１回の手術あ

たり１個を限度として算定できる。 
(３) 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算

定できる。 
(４) 経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研修

を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。 



(２) 医原性心房中隔欠損に用いる場合 

ア 関連学会の作成した適正使用指針に定められた適応基準を満

たす医原性心房中隔欠損患者に対して使用した場合に限り算定

できる。なお、診療報酬明細書の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉

鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載すること。 

イ 関連学会の作成した適正使用指針を遵守した場合に限り、原

則として、１回の手術あたり１個を限度として算定できる。複

数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の

当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。 

ウ 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り

算定できる。 

エ 医原性心房中隔に関する適切な研修を修了した医師が使用し

た場合に限り算定できる。 

206～240 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

（新設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206～240 （略） 

４～６ （略） 

Ⅱ～Ⅳ （略） 

 



（別添５参考） 
 

「特定保険医療材料の定義について」（令和６年３月５日保医発 0305 第 12 号）の一部改正について 
 

（傍線の部分は改正部分） 
 

改  正  後 
 

改  正  前 
（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 
定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 次のいずれかに該当すること。 
① 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して

使用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）で

あること。 
② ①に該当し、かつ、医原性心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、

経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット（デ

リバリーシステムを含む。）であること。 
206～237 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 
定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使

用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）である

こと。 
 
（新設） 
 

 

206～237 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

 



（別添６参考） 
 

「特定保険医療材料の定義について」（令和８年３月５日保医発 0305 第４号）の一部改正について 
 

（傍線の部分は改正部分） 
 

改  正  後 
 

改  正  前 
（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 
定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 次のいずれかに該当すること。 
① 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して

使用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）で

あること。 
② ①に該当し、かつ、医原性心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、

経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット（デ

リバリーシステムを含む。）であること。 
206～240 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

（別表） 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から

第 12 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び

その材料価格 

001～204 （略） 

205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット 
定義 
次のいずれにも該当すること。 

(１) （略） 
(２) 卵円孔開存の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使

用する人工補綴材セット（デリバリーシステムを含む。）である

こと。 
 
（新設） 
 

 

206～240 （略） 

Ⅲ～Ⅸ （略） 

 


